
 

 

 

 

介護予防マネジメント請求マニュアル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１８年 ９月 

 

飯能市地域包括支援センター 



  １ 

１ 利用票の提出 

地域包括支援センターでケアプランのチェック終了後、サービス内容が確定しま

したら、地域包括に下記のような利用票及び利用票別表を提出して下さい。  

 

 

 

 



  ２ 

２ 実績報告書の提出 

前述の利用票に各サービス事業所から報告を受けた実績に基づいて、実績欄利用

日の記入をし、実績報告書を作成して下さい。（当初の予定よりサービス内容や支給

額が大きく変わる場合は事前のケアプランの変更が必要です。） 

原則として、毎月６日までに実績報告書（利用票・利用票別表）と委託料請求書

及び明細書（別紙）を地域包括支援センターへ提出して下さい。 

 



  ３ 

３ 国保連からの「返戻」の問い合わせ 

サービス事業所等から国保連より返戻の通知が届き、問い合わせがあった場合に

は地域包括支援センターにご連絡下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 委託料の支払い 

予防給付費請求日の約１ヶ月後の月末に国保連より給付決定通知書が送付されて

きます。この内容に基づいて委託料支払いの決定をします。 

原則として提出して頂いた翌々月の月初めに指定介護予防事業委託料の支払い

通知書の送付を行いまして、同月の 15 日に請求書に記載されている口座に振り込

みます。請求者と口座支払い名義人が違う場合はあわせて委任状の提出をお願いし

ます。 

 

例： ９月に提出された請求書につきましては、原則として１１月１５日の支払

いになるということです。 

 

なお、国保連からの返戻等により請求件数に変更が生じた場合には請求書の再度

提出をお願いすることがありますので、ご了承下さい。 

 

  

 

 

―不明な点がありましたら地域包括支援センターまで― 

 

 

  


